
公共職業能力開発施設における職業訓練の実施

( )一般の職業能力開発校への入校促進1
障害者に対する職業訓練については、ノーマライゼーションの理念に基づき、バリア

フリー化を推進することにより、一般の職業能力開発校への入校を促進している。さら

に、都道府県立の一般校を活用して、知的障害者等を対象とした訓練コースを設置し、

一般校での受入れが困難であった障害者に対して職業訓練機会を提供している。

( )障害者職業能力開発校の設置・運営2
一般の公共職業能力開発施設において職業訓練を受けることが困難な重度障害者等に

対しては、その障害の態様に配慮した職業訓練を実施している。

障害者職業能力開発校は、国立が１３校、都道府県立が６校で、全国に１９校が設置

されているが、国立の１３校のうち２校は独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構に、

１１校は都道府県に運営を委託している。障害者職業能力開発校の訓練科目については

以下のとおり。

【国立】
名 称 訓 練 科 目

北海道障害者職業能力開発校 木工、製版、建築設計、機械製図、ＯＡ事務、プログラム設計、

ショップマネジメント、被服縫製（作業実務）

、 、 、 、宮城障害者職業能力開発校 コンピュータ制御 デジタルデザイン 福祉機器 ＯＡビジネス

情報処理、総合実務

中央障害者職業能力開発校 メカトロニクス、機械加工、電子機器、工業デザイン､製版､ＯＡ

（国立職業リハビリテーションセンター） システム、システム設計、経理事務、ＯＡ事務、職業実務、職域

※独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構運営 開発

東京障害者職業能力開発校 電子機器、経理事務、ＯＡ事務、プログラム設計、オフィスワー

、 、 、 、 、ク 機械製図 ＣＡＤオペレータ 医療総合事務 介護保険事務

服飾ソーイング、スキルワーク、カラーＤＴＰ、編集デザイン、

実務作業

神奈川障害者職業能力開発校 機械加工、機械製図、コンピュータ制御、製版、ＯＡシステム、

経理事務、一般事務、オフィスインフォメーション、総合実務

石川障害者職業能力開発校 機械製図、電子機器、洋裁、陶磁器製造、製版、一般事務、生産

実務

愛知障害者職業能力開発校 システム設計、ＯＡシステム、コンピュータ制御、ＯＡ事務、Ｃ

ＡＤ設計、グラフィックデザイン、園芸、アパレル、彫型工芸

大阪障害者職業能力開発校 システム設計、メカトロニクス、機械製図、ＯＡ事務、製版、Ｗ

ｅｂデザイン、作業実務

兵庫障害者職業能力開発校 臨床検査、メカトロニクス、ＯＡシステム､データベース､製版、

実務作業

吉備高原障害者職業能力開発校 メカトロニクス、機械製図、電子機器、電気機器、製版、

（国立吉備高原職業リハビリテーションセンター） システム設計、経理事務、ＯＡ事務、職業実務、職域開発

※独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構運営

広島障害者職業能力開発校 機械加工、機械製図、製版、表具、ＯＡ事務、ソフトウェア、総

合実務

福岡障害者職業能力開発校 プログラム設計、機械製図、義肢・装具、建築設計、商業デザイ

ン、ＯＡ事務、ＤＴＰ制作、総合実務 、アパレルデザイン

鹿児島障害者職業能力開発校 製版・印刷、義肢・装具、経理事務、ＯＡ事務、電子機器、総合

実務 、園芸、洋裁

【県立】
名 称 訓 練 科 目

青森県立障害者職業訓練校 電子機器、製版、ＯＡ事務、作業実務

千葉県立障害者高等技術専門校 情報技術、情報事務、基礎実務

静岡県立あしたか職業訓練校 機械操作、加工組立、アパレル・流通、ＯＡ事務、機械加工

愛知県立春日台職業訓練校 機械、木工、縫製、紙器製造、陶磁器

京都府立城陽障害者高等技術専門校 縫製、紙器製造、ＯＡ事務

兵庫県立障害者高等技術専門学院 システム設計、精密加工、貴金属・宝飾、機械製図、加工組立

※訓練科目については平成17年度
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障害者の態様に応じた多様な委託訓練 
 
１ 趣旨 

企業、社会福祉法人、ＮＰＯ法人、民間教育訓練機関等多様な委託先を開拓し、

個々の障害者に対応した職業訓練（公共職業訓練）を障害者が居住する地域で機

動的に実施することにより、障害者の雇用促進に資する。 
 
２ 職業訓練対象人員（全国） 

平成１８年度 ６，３００人 
 
３ 仕組み 

(1) 国（厚生労働省）と都道府県で委託契約 

(2) 都道府県においては、職業能力開発校が委託元となって実施（都道府県

が実施の拠点となる職業能力開発校を選定） 

(3) 都道府県に配置した障害者職業訓練コーディネーターが、委託先の開拓、

受講生の募集、職業訓練のマッチング 

(4) 受講生は、ハローワークの求職登録障害者 

 

４ 訓練コース 
(1) 知識・技能習得訓練コース 

社会福祉法人、ＮＰＯ法人、民間教育訓練機関等における就職の促進に資

する知識、技能を習得するためのコース 
(2) 実践能力習得訓練コース 

企業等の事業所現場を活用して、就職のための実践能力を習得するため

のコース 
(3) ｅ－ラーニングコース 
   通所が困難な障害者に対して、Ｗｅｂ上での課題提出・添削指導、ｅ－

メール、掲示板、受講者間のチャット等、インターネットの機能を十分活

用して、在宅勤務、在宅就労が可能な水準のＩＴ技能の習得を図るコース 

 
５ 訓練期間、訓練時間 

  原則３か月、月１００時間を標準として、障害の態様に応じた柔軟な設定が

可能 

 

６ 委託料 

  委託先機関に支払う委託料は、職業訓練受講生１人につき月額６万円上限 
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＜障害者の態様に応じた多様な委託訓練スキーム＞ 

 

 

委託契約

　

　＜委託元＞ 職　業　能　力　開　発　校

障害者職業
訓練コーディ
ネーター

地域の雇用ニーズ及び個々の障害者の態様に即した委託訓練をコーディネイト

障害者の訓練
ニーズの把握

障害者雇用
ニーズの把握

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜委託先＞

　

＜委託訓練の内容、期間等＞
○３月・月当たり１００時間標準（ｅ－ラーニングコースは、３～６月）
○訓練職種は、障害の態様及び地域の障害者雇用ニーズを
　勘案し、雇用の促進が図られると認められるもの
　　（ｅ－ラーニングコースは，ＩＴ技能に関するもの）
　
(1)知識・技能習得訓練ｺｰｽ　　(2)実践能力習得訓練ｺｰｽ　 (3)ｅ－ﾗｰﾆﾝｸﾞｺｰｽ
　

　

　
　

　
　

　　　民間教育訓練機関

　　　　社会福祉法人

　　　　　　　NPO法人

　

          企　　　業

事業所現
場を活用し
た訓練（１
～２月）

事業所現場を活
用した訓練（３月
以内）

事業所現場を活用した訓練
＜最長期間の場合＞
総訓練時間300時間で６月以内

　

　　企　業　障害者

　　委託先開拓

　　　　　　　厚　生　労　働　省

　　　　　　　都　道　府　県

　　推進会議

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《趣旨》
　障害のある人が居住する地域で、多様な委託先を活用した委託訓練を実施し、障害の
  ある人の雇用・就業の促進を図る。

委託先における
３月以内の訓練

委託先機関にお
ける３月以内の
訓練

職場実習（１月
以上）

あわせて６月以内

委託先における訓練
＜最長期間の場合＞
総訓練時間３００時間で６月以内

訓練期間を弾力化した訓練

職場実習を組み
込んで実施する
ことも可能

ｅ－ラーニングによる
３～６月以内のＩＴ技
能習得訓練（添削指
導、面接指導を行う）

　　　在宅就業支援団体等

○訓練職種
　障害の態様及
び地域の障害者
雇用ニーズを勘
案し、雇用の促
進が図られると
認められるもの

○訓練期間・訓
練時間
　３月・月１００時
間が標準

○委託料
　訓練受講生１
人当たり　６万円
／月上限

14




